社団法人日本花き生産協会

第52回通常総会議事録
1．日時及び場所

平成23年5月30日（月）午後1時30分～午後4時45分
　 メルパルク東京（郵便貯金会館）
２．総会員数・出席会員数及び出席者名簿
　　会員数　38会員

　　出席会員数　37会員（22会員、委任状14会員）
　　出席者氏名　別紙

３．吉野常務が開会を宣言し、開会した。

４．出席者の報告

吉野常務が出席会員数を報告し、定款第24条第1項に規定されている会員の過半数以上が出席しており、定員数を満たしているので本総会が成立する旨を宣言した。
５．田島会長挨拶（要旨）

　　田島会長　
　　　・３月11日の未曽有の東日本の大震災、花の関係者も大勢含まれているが、心からお
見舞い申し上げたい。一部の花き連等からの見舞金等も聞いています。心から敬意
を表したい。
　　・花きの状況、彼岸需要を直前に震災で大混乱を起こした。次の大きなイベント母の
日を控え、予約注文のキャンセルも出ましたが、幸いセリはある程度で、あの状況
の中では幸いであったと思うが、相変わらず非常に厳しい状態が続いております。
特に「らん」を初めとして高額商品が非常に低迷しているという状況。

　　・昨年１年間について、切花の方は若干単価が前年対比で上向いた。真夏の高温、春
先の低温と気象的な要素が加わり、肝心の物日のときに品薄になったことが単価の
上昇を招いたことがある、勢い、そうなると輸入品が非常にふえるという中で、産
地生産者にとっては大変厳しい状況には変わりなかったと思う。

・花に携わる者としましては、長期的な面を含めて今後どうするか。消費拡大がなけ
れば低迷からは抜け出せない状況ですが、長期的な展望をつくるかということも考
えていかなければならない時期かもしれない。
　・生産協会としましても会員の皆様の意見を聞きながら今後に対応していきたい。
　　・1点、来年、再来年に法人移行の問題があります。生産協会のあるべき姿を考え、

方向性を出したい。非常に自負を持っていますが、協会は自主運営をやっている全
国組織は農林関係の中ではほとんどないといってもいいと思いますが、皆さんの御
協力を得まして我々の独自の活動ができるということです。今後とも、この法人化
の中でもその方向性を生かしながら将来の展望を開いていきたい。
　６．来賓挨拶（要旨）
　　農林水産省生産流通振興課花き産業振興室長　佐分利　応貴

・東日本大震災における被災にあわれた方、お亡くなりになられた方に対して、心か
らお見舞いとお悔やみを申し上げる。行政も支援しているが、先週の水曜日に花普
及センターがとりまとめ役となり、被災地に花を贈る業界横断的なネットワークを
つくる動きが始まっている。
・花き業界は、バブルが終わった後も花博効果などで約10年近くは伸び続けていた。
しかし、97年、98年の大不況から全体が縮小が始まり、過去10年で約３割程度産
出額も減っている。

・今の花き業界の病は、元気がないこと。産業は、売り上げが上がれば七難隠れるが、

売り上げが下がると様々な問題が出てくる・売り上げ減が最大の病気。
　　・国際競争については、円高が進み、海外産がこの10年間に定着をした。カーネーシ
ョンは海外産が５割の近づき、バラ、キクなども輸入が増えてきた。国際競争力を
高めていくかも非常に大きな課題。
・また、花を身近に置かなくなった。生け花人口も減った。学校には昔は花壇も花も
　あったが、今は教室に花瓶がない。以前は新人ＯＬは生け花を習わされたが、今は

そうした文化もない。花文化の希薄化は、次世代にわたる大きな課題。
　　・意欲、やる気がなくなってしまうことを、専門的には学習性無気力という。やって
もやっても成果が出ないことによる「あきらめムード」を断ち切ることが業界の活

性化に不可欠。

・学習性無気力を断ち切るのには成功体験が必要。小さくてもいい。何か一つ実行し
て成果を出さないと、業界は元気にならない。そこで始めたのが「フラワーバレンタ
イン」。これは業界人が主体となって、自ら金を出して行ったキャンペーン。「男性
から女性に花を贈る2月14日」「本物のバレンタインはじめよう」というキャッチ

コピーを広めた。世界ではバレンタインは花の日で、「バレンタインデー」という
アメリカの映画もある。これを来年2月には何とか日本で地上波放送を実現したい。
視聴率10％なら、1200万人の頭にバレンタインデーは花を贈る日だ刷り込まれる
だろう。現在映画会社と交渉中。バレンタインにチョコを贈るのは日本及び韓国く

らいで、世界では他にそういう国はない。中国ではバレンタインは「情人節」とい

いで花を贈っている。中国では業界が町中にポスターを貼って花贈りを広めた。

・「フラワーバレンタイン」は花き業界が一丸となって取り組んだ。生産者の方々の協

力もあった。自衛隊に生産者が花を贈ったことも報告書に書いてある。「フラワー

バレンタイン」では、３つ大きな目標を持っていたが、一つ目は「フラワーバレン

タイン」の認知度を上げること。バレンタインデーは花の日だと、多くの方に知っ

てい頂く。インターネットの調査によると認知度はⅠ6％で、約8％が店でフラワー
バレンタインのポスターを見て、残りの８％はテレビで見た。実際にテレビでは、
いろいろなところでニュースに流して頂いた。二つ目が売り上げ。ポスターを貼っ
たりＰＯＰを作ったりして積極的にＰＲした店は、前年度比で売り上げが１割以上

上がった。来年も是非やりたいという声になっている。これは新しい文化の創出。

2月14日は花という新しい文化が打ち込まれた。三つ目として、花き業界が一丸と
なって世の中にアピールした成功体験を持てたこと。今回は首都圏で大きな成果が

上がったが、地方は今後の課題。ただし、地方でも市場を中心に頑張った地域は成
果が出ている。
　　・花き産業振興政策として、何よりも大事なのは需要の拡大。花きの効用の普及、き

っかけづくり、定着が必要。
・「花きの効用の普及」。花好きでない人に「花」を打ち込む、無関心層、企業の人、

商売ベースでも花は実は使えることをどう撃っていくか。例えば若い男性に「花」

を打ち込むなら、告白成功率が高まるといえば効く。ある会社の調査では、花を
プレゼントして告白をすると成功率が３割上がるという。発表されていないが、こ

うした噂が広がればプレゼントの花束が伸びるだろう。昨年度の当省の事業で「男

の花贈り」というパンフレットを作った。これが花屋に並べば、花に縁がなかった

男性も手に取ってくれ、花も贈ると女性は喜んでくれるとわかるようになっている。

子供の情操教育で、家に花があると家庭内での喧嘩が少なくなる、子供の非行率が
下がるという噂もある。花を飾ると子供の成績が上がるなら、教育ママは塾へ行く
お金を減らしてでも花を買ってくれるに違いない。これらを何とか実証すべく今年

度の年の調査で取り組みたい。例えば子供が口を聞いてくれなったお母さんが玄関
に置いたら、家に帰ってきてだだだっと２階に駆け上がっていた息子が玄関で立ち
止まるようになった。そして１年経ったころに、たまたま花を置いてない日があっ
て、その息子が数年ぶりに「お母さん、花、どうしたん」と口を聞いてくれた。こ
ういうエピソードを使い花の効用をアピールすべき。メンタル対策に関しても、オ
ーストラリアのシドニー大学の調査では、職場に緑を飾るとストレスが３割から６
割下がるという。こうした情報が広がれば、会社の人事の方が緑や花を飾れと言っ
てくれるに違いない。例えば、知り合いのコンサルタントから聞いた話だが、コン

サルタントはストレスの高い職場。そこでみんな花を飾り始めたらしい。花を飾っ
ていると「どうしたの、この花」と聞かれる。「いや、もう最近、しんどくって、
癒しが必要なんで。」と言うのだそうで、その職場では花を飾ることが「もう仕事
持ってこないで」「助けて」というフラグになったそうだ。また、花を飾ると防犯
対策にもなる。大阪の警察署長に実際にインタビューしてきた話。ＮＰＯの方が通
りに花を飾り出した。治安がよくなった。犯罪率が毎年３割ずつ下がっている。放
置自動車や放置自転車が減った。老人が散歩して街に目ができて空き巣やひったく

りも減った。花を飾るとマンションの不動産価値も上がると言われている。あるマ
ンションは、住民が花をベランダに飾ることにした。すると、このマンションの住
民はいい人達だろうからと人気が出た。今年はこういう事例を調べて、アピールで
きるようにしていきたい。

・「きっかけづくり」。母の日、父の日、今日も大田市場ではヒマワリの宣伝をしてい

たが、「父の日はヒマワリだ」と刷り込めば買ってくれるようになる。バレンタイ
ンでもそうだ。結婚記念日にも花だろう。金曜日にも花だろう。出産記念日にも花
だろう。出産記念については、なにわ花市場がカーネーション生産者と組んで「出
産記念に花を」とキャンペーンしている。母の日には花なのだから、お母さんにな
ることが決まった人にも花を贈ろう、あるいは出産記念にも花を贈ろう、カーネー
ションがいいのではないか、と。こうした取り組みは物日以外の根強い花の需要が
期待できる。我々も花育も含めてきっかけづくりをやっていきたい。
・「定着化」。リピーターをつくらないと花の消費は広がらない。消費者満足に関して
は、花の日持ち保証販売マニュアルを昨年度の事業で作った。６月３日、今週の金
曜日に、日持ち保証販売協議会が立ち上がる予定。協議会のメンバーが小売店をバ
ックアップをして、いい花をちゃんと届けられるようにする。花を求めているお客
さんを逃がさないという消費者満足を目がけた日持ち保証販売を、今年もしっかり
やっていきたい。生け花、ガーデニングなどが広がれば、本当のリピーターになる。
「花の居場所づくり」とは、いろいろな場所に花を置けるようにすること。例えば
システムキッチン、洗面台に花を置ける場所があると、小さい花、ガーベラ、カー
ネーションとか飾れるし、それがなくなってしまうと寂しくなってまた買う。これ

はインテリア業界と一緒に進める必要がある。一度家に花の居場所ができれば花を

買い続ける。
・その他需要拡大も重要。例えば宝塚歌劇団に花を贈ると段ボールが大量に出て消防
法上危険だとされ花贈りができなくなった。これを何とかしなくては。教室に花瓶
を復活するにどうしたらいいか。病院は緑膿菌が増えるからと花を贈れなくなっ

た。持ち込み禁止へのチャレンジなど、様々な需要拡大策が必要。
　　・国際競争力の強化が何より必要。需要が増えても全部それが輸入品にとられては元
も子もないので、需要を増やしながら、日本の花を買っていただかないと。そのた
めには産地のファンづくりが必要。生販連携で産地とファンをどう結びつけていく
か。一回産地に来てくれた消費者は必ずリピーターになってくれる。産地側が消費
者のところへ行って、フェアなどではっぴを着たりして仲よくなる。その後、花屋
さんやお客さんの方々と農場に来てもらうなど、深いおつき合いをしていくことが
必要。
　・輸出に関しては、天皇誕生日レセプションが、年に１回１２月に日本の在外公館で

行われる。昨年はそこで日本の花を飾って頂いた。ニューヨーク、上海と中東６カ
国７カ所。「日本の花ってすごい！」という声を世界各地から頂いた。さらに、Ｎ
ａｎｉｗａＦＥＸ、ＩＰＭ　Ｅｓｓｅｎ、ＩＦＥＸなどでも日本の花を海外にアピ
ールしていく。

・フロリアード、これは来年４月から約半年間、オランダのフェンローで開催される。１０年に１度の「花オリンピック」。ここで日本の花をアピールし、日本の花はすごいと評判をとる。グランプリを取りに行きたい。世田谷花きの研究会の皆さんは、必ずグランプリを取ると準備されている。日本の花はすばらしいということを海外
にアピールすると同時に日本でそれをテレビで放映し、日本の皆さんにも日本の花
は世界一と。芸術品の花という意味では日本は世界一ということをアピールしてい
きたい。フロリアードについては、明日第１回目の検討会を開催し、生産協会から
も出席頂く。検討会にはＮＨＫの「趣味の園芸」の横田さんにも参加頂いているが、
是非ＮＨＫで日本の花の特集をしていただきたい。

・生産協会への期待としたは、協会のホームページ充実とか、生産者自身によるプロ
モーションが必要。10月から「おひさま」の次にＮＨＫ大阪主催の「カーネーショ
ン」という朝ドラが半年間、毎朝、昼も流れる。人々の頭の中にカーネーションと
いう言葉は焼きつけられる。カーネーション以外の花もどうやって人々の頭に焼き
つけていくのかというところを取り組んでいきたい。
・経営改善では、複式簿記が経営の基本ではないかと思う。そこも含めて取り組む。
　・茶の法律、お茶振興法が今年成立した。自民党の先生方が中心で、今年民主党の先
生方と大同団結をしてできた法律。この法律の「お茶」を「お花」に変えるだけで同じような法律ができるだろう。振興計画、生産者の経営安定とか品質向上の促進、
消費の拡大、輸出の促進、花文化の振興、顕彰、国の援助、花育、これを何とかや
らなければいけない。お茶法は議員立法であり、先生方が頑張って出来た。このよ
うな動きもある。

　　・1000分の１構想など、花を本気で世の中に売っていこうと思ったらお金が必要。フ
ラワーバレンタイン1000万もかかっていない。業界の方々が自腹を切ってやった。
だが、いつまでも自腹は切れない、花き振興方針にも書いてるが、何らかの原資が
必要なのではないか。今後も引き続き生産協会で議論して頂きたい。
・花き産業振興室（中田氏）生産協会さんへの期待ということで話したい。毎年、会

員が退会するという問題を聞いている。継続して会員になって頂くには、協会の魅
力、満足度といったものがアップすれば退会される方はいなくなる。と思う。例え

ば、協会の例えばホームページの充実、ウェブ情報を充実するとか。各地域、県レ
ベル、市町村レベルで展開して生販連携活動をやっている事例、消費宣伝ＰＲ、ボ
ランティアなどの地域貢献事業とか、そういった事例活動を挙げて紹介する、また

は、会員さん対象のアンケート調査。実際、組織に対する満足度、実態把握をされ
るのも一つ方法、その他、協会に対する要望などを聞き取るのもいいと思う。雇用
創出のマッチングというのも提案したい。今、東日本大震災で職を失っている方が
おられる。例えば農業への就職先の紹介や求人情報をホームページに開設されては
どうか。ホームページだけでなく、携帯電話やスマートフォンの利活用による市況

単価情報やお知らせメールなど、を会員さんに発信するとかといったのもいいかと
思う。役所も協力する。
出席来賓・顧問紹介

（来賓）農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室長　佐分利　応貴
農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室　　中田　義博
（顧問）（社）日本花き生産協会顧問　小嶋　恒
（マスコミ）花き園芸新聞

（その他事務局）吉野、福田、なお福田については本年6月末で退職となりますが、法人移行の関係も有りしばらく臨時職員として勤務して頂くこととしています。後任は中島伴子氏を予定しています。

７．配布資料　
資料1　第52回通常総会出席者名簿

資料2　第52回通常総会資料

　　資料3　平成23年度会員名簿

　　資料4　（社）日本花き生産協会定款

　　その他　花作り第52号、その他農林水産省からの資料

８．議案審議

第1号議案　平成22年度事業実績及び収支計算書、監事の意見書

第2号議案　平成23年度事業計画（案）及び収支予算（案）
第3号議案　役員の一部改選

その他

９．議事の経過概要と結果　
（１）議長の選出

吉野常務理事が定款第20条第3項に基づき田島会長が総会の議長になる旨を告

げ議長を選出した。
　（２）議事録署名人

　　　　議長（田島会長）より、議長一任の声を聞き、本総会出席の岐阜県加藤孝義及び

福岡県平野和彦2名を指名したところ、出席者全員異議なく選出された。

　（３）議案審議

　　第1号議案　平成22年度事業実績報告及び収支計算書の承認について

　　　・資料に基づき、平成22年度事業実績報告及び収支計算書、正味財産増減計算書、
貸借対照表、財産目録、財務諸表に関する注記について事務局から説明を行った。
　　　・併せ社団法人日本花き生産協会定款第33条の規定により実施した会計監査内容を

監事　藤原孝治から監事を代表として内容が適正である旨の報告があった。

　　　　・以上の説明、報告の後、質疑応答を行い、その後第1号議案は拍手多数を以って　

原案どおり議決された。

　（説明要旨）

　ア．事業報告

　・花き農家の振興対策：花き生産者相互の交流により、花き生産経営技術の向上を図る
ための活動を広範に展開した。部会ごとに研究会、研修会の開催、輪ぎく部会、スプ
レーぎく部会、カーネーション部会、球根・切花部会、鉢物部会でそれぞれテーマを

設定し研究会研修会を開催した。カーネーションでは23年1月福岡県で大会、洋らん

部会では平成22年6月徳島県下で大会を開催した。

・花き団体、県組織等が行うイベント、表彰等行事に対して、後援または会長表彰を
平成22年度においては61回実施した。各部会、大会での功労者表彰、感謝状を贈呈。
　・全国花き品評会：洋らん部会22年11月24日、愛知豊明花き地方卸売市場で開催した。

264点の出品、50点を選んで、特別賞を30点選考した。シクラメン部門は、同日、フ
ラワーオークションジャパンで238点で30点の優秀作品を選考した。

　・輸入花き；21年産でカーネーション輸入割合40％を超えている。輸出も一つの方法と
いうことで政府ベースで活動している花き輸出拡大協議会への参加、花普及センター
組織された全国花き輸出協議会に参加して可能性の検討とかセミナーの開催の協力。

・情報提供・組織強化：それぞれ部会員同士の相互交流に努めている。輪ぎく部会で新
たに青年部を設立した。既設のスプレーぎく部会、カーネーション部会、鉢物部会の

青年部は。自主的な活動を展開しておりこれを支援した。
　・『花作り』を作成し情報を伝達。協会のホームページも行事を早めに出している。スプ
レーぎく、洋らん、バラ、カーネーションではホームページを作っている。

・主要な会議、研究会ですが、協会の役員会、理事会５回開催をし、うち４回は連絡調
整会議ということで部会との連携を図っている。部会役員会、年間３～５回程度開催

している。
　・花き消費拡大対策の実施：東大寺仏生会花まつりへの協力、ジャパンフラワーフェス
ティバル2010in大阪、フラワーバレンタインへの協力（2月5日から14日・スプレ
ーぎく、バラ、カーネーション、チューリップ、鉢物、苗物、花材提供）　カーネー
ションでは、22年４月６日から11日、銀座のソニービルで「銀座に5000本の国内カ
ーネーション畑」というイベントを行った。スプレーぎくでは、日本花輸出入協会と
合同で「パーティマムフェア」というものを大田市場で開催した。球根・切花部会で
は、ＮＨＫ「趣味の園芸」のプレゼントコーナーで宣伝。ＩＦＥＸで日本花き輸出協
会、オランダ球根協会と合同で出展、球根・切花の浸透を図った。生産協会自体ではカレンダーを作成して、宣伝資材として各会員とともに一般配布した。
　・「花き生産協会の運営と活性化に関する検討会」２回ほど開催した。①消費宣伝事業に
係る資金造成；市場協会ほか関係団体で消費拡大検討委員会（通称1000分の１構想）21年度以降、協議を重ねられたが、22年6月18日に、「検討を重ねてきたが、検討の過程で幾つかの課題を克服できなかった」とのとりまとめで委員会自体が解散した。生産協会としては、市場協会と生産協会でも出来ないかどうか。長年の懸案でもあり、市場協会側からは、市場を通じた消費者拡大のための資金造成については実施しない旨の回答があった。当面実施する見込みが無くなった。②法人移行について、25年の
11月までに公益社団あるいは一般社団に移行しないと解散。検討会で議論しました。国民の基礎的な食糧の安定供給という項目があるが、「かつ、不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの」の規定から、協会は公益性というより共益性が一つの目的で、むしろ一般社団の方がなじむのではないかと。一般社団の方向が適当とし、その後の理事会で承認。
　・退会会員の中に部会活動に参加を希望している少数団体の生産者がいる。定款上は県
単位組織会員資格となっており、現状では難しく定款等含めての検討が必要。
　・要望・要請行動でございますが、重油高騰対策とか市場取引の透明化、農林水産省第
９次卸売市場整備基本方針研究会への意見表明、市場の再編整備、手数料低廉化など
の申込みをした。花き産業振興室長と会長が随時意見を交換をしている。
　・資料の送付：花き産業振興方針が昨年４月９日に公表されましたが、その他関連資料

も含め各花き連にその資料。
イ．収支計算書
　・事業活動収入：会費収入（41会員）19,194千円、賛助会員会費（10賛助会員）500

千円、負担金収入（関東東海負担金党）1,120千円、部会負担金収入（カーネーショ
ン、洋らん大会）2,000千円、雑収入293,255円、受取利息1,104円、広告収入0円、
　　事業活動収入合計23，108,359円
　・事業活動支出：事業費支出計15,107,608円；印刷費212,918円、表彰費130,545円、

　消費宣伝費（カレンダー作成）1,323千円、組織強化費0円、通信・運搬費638,685

　円、負担金2,037千円、慶弔費15千円、渉外費0円、調査宣伝費91,100円、会議費
986,472円、資料費0円、会報費341,985円、旅費75,320円、生産者大会助成金0円、
　　部会・大会関係支出1,000千円、花き生産協会運営と活性化に関する検討会278,186

　　円、給与費5,376千円、福利厚生費762,717円、交通費628,920円、臨時雇賃金1,209,760

円
管理費支出計8,099,624円；給与費2,496千円、福利厚生費348,123円、会議費
1,004,544円、賃借料1,972,932円、水道光熱費669,133円、消耗品費103,436円、

　通信運搬費292,516円、交通費237,850円、リース料831,600円、租税公課70千円、
　　雑費73,490円。

　・事業活動支出合計23,207,232円、事業活動収支差額はマイナス98,873円

　・投資活動収支の部；投資活動収入0円、特定資産取崩収入0円、投資活動収入計0円、

・投資活動支出；特定資産取得支支出、退職給付引当資産取得支出410,165円、生産者
大会助成金積立30万円

　・投資活動支出計710,165円、・投資活動収支差額マイナス710,165円・その他支出；徴
収不能額0円、その他支出計0円、予備費支出0円、
　・当期収支差額がマイナス809,038円、・前期繰越収支差額6,070,420円、・次期繰越収
支差額5,261,382（現金預金が4,065,070円、立替金335円、未収会費が1,340,800円、合計5,406,205円、預り金が144,823円）

・未収会費内訳、長野県が17年度から22年度分が一部未入。新潟県が17年度から20
年度分が一部未入となっているが、長野県から未収金のうち一部入金した。

ウ．監事意見報告　　藤原孝治監事

5月16日、報告書、決算書を提出頂き石井監事、森監事３名で監査を実施した。気づ
きました点について報告、特に理事会、総会で問題になる未収金の処理の問題、事務
局の努力で、分割ではあるが、入金。努力に対しては感謝を申し上げる。もう1点会
費の納入については期限がる。書類を見ると遅い府県が若干ある。期限には納入を頂
きたい。収支計算書は適正に処理をされていたので、報告する。
＜質疑応答＞
・久家（茨城県）：消費宣伝事業のための資金造成事業、第50回茨城大会のときに提案した。大変興味と関心がある。21年の頃は関係団体が前向きの意向だった。昨年22年総会では、関係団体がなかなか折り合いがつかず足踏みをしている。今回の総会において白紙に戻ってしまった。なぜ団体間の意見が合わなかったのか、その辺をもうちょっと具体的に説明して頂きたい。支出の中で給与費が事業支出と管理支出の両方に振り分けられている。農林水産省の方にお聞きしたい。以前の原油高騰のときに、国の方からＡ重油に対して助成がありました。現在はそれは行われているか。
・事務局：今の消費拡大検討委員会の経過は、「花き消費拡大のための資金造成事業経過」に記載。1000分の１構想ということだったのですが、市場側は１万分の１ということになった。その他、均等負担が確保されるか、市場での徴収方法。具体的に印鑑を押さなければいけないのか、市場で扱った資金の管理方法。基本的にプール方式。プールしておいて、それを消費拡大に使う。生産サイドにとっては、生産者が行う消費宣伝などについても使いたいということがかなり多かった。議論として詰められなかった。結局最終的には座長意見という中に、意見の一致ができなかったとなった。市場協会も２年にわたって座長をやられた。市場協会側としても当面、無理だということで、中断しています。団体間でもいろいろ求めたいところがある。なかなかそれが合わなかった。
・給与、指導もあるが、常務理事と事務局長の兼務になっている。給料の半額は常務ということで約250万、事務局長として事業費の給与費の中に約250万としている。
・佐分利（農林水産省）：Ａ重油に関しては、我々の方で市況をウオッチしている。価格高
騰のときには、グラフで見て、上がったときには確かに我々の方で対策を取っているが、

現在はこの上がるちょっと前の価格水準になっている。もしここからさらにＡ重油価格
が上がるということであれば追加対策というのも考えられるかもしれないが、現時点で
はＡ重油対策の予算は準備していない。前回のＡ重油価格でいくと、キロリッター当たり最高で130円近くにいっているというデータ、現時点ではまだそこまでいっておらず80円台のところです。100円を超えたあたりから結構声が上がってくると思っている。もう一つ、Ａ重油に関しては御存じのとおり石油税が免除されており、キロリッター当たり2,040円の額面にされているところに関して、毎年、財務省からもういいだろう、やめろということを言われているが、おりますが、今年度分に関しては一応継続という形をとっている。引き続き継続を要求していくつもりだ。
・議長（田島）消費拡大関係補足する。非常に関係者の方たちにお骨折り頂きましたが、
団体間の思惑、各論になってくるとそれぞれの団体の利害がだんだん前面に出てきてな
かなか一致できなかった。生産協会としては、一昨年の８月ですか、各会員のところへ
周知徹底ということで多分一番最初に文書を回したと思っている。市場さんも各支部ご
とに説明会を開いたりしていた。他の団体さんは上層部だけでは賛成、賛成だったけど、
なかなか下に浸透していなかったと思う。生産協会のスタンスとしては、20数年の懸案
でもあるし、茨城大会で決議された経緯もあるし、瀧さんが先頭に立って努力していた
だいていたので、曲がりなりにも実現させたいという意思はあったが、結果的にこうな
ってしまった。生産協会の以前から考え方の一方に、集金業務を市場にやってもらって、
カネを出すのは生産者でということが基本にもあったわけで、生産協会から市場協会に
申し込んだ。集金業務は市場にやってもらって資金は生産者が出す。場合によってはコ
ンピュータのソフトの組みかえ等もあるので、１回には払えなくも、何年かで償却する
という形で集めた資金の中から事務経費として市場さんにお願いしている経緯もあるわけだから、消費宣伝内容など、市場さんの意向も聞きながらどういう使途をつくるかなど申し上げたが、22年の後半、市場ととの協議では、やらないと組織決定した。継続的な協議をやる意思はありませんと明言されました。市場経由の資金の徴収ということ
は無理かなと。我々の認識としては、市場なりなんなりの売上の中から了解をもらって、手数料と同じように1000分の１を引いて貰うというのが当初からの手法だ。会費もなかなか、皆さんに指摘されるように30万、50万というのが納められない中で、億の単
位の金を皆さんに割り振りをして集金をする。役員さんもこれは不可能だろう。市場の
売上から徴収するということを、我々としては市場とタッグを組まなかったらこの資金
はできないというスタンスに立っている。どういう資金の造成が出来るかなど、生産協会で検討委員会というのをまだ継続いるので、検討していきたい。理事会でも申し上げたが、市町村の段階あるいは県、あるいはある地域で、市場さんだとか小売り屋さん等々
も巻き込んでいろいろなイベントをやって消費拡大はやっている。生産協会が、情報の
共有をして連絡を密にしながら、そういう橋渡しをして細かい活動を積み上げていく。
フラワーバレンタイン、今後どう展開していくかというのは未知数だとしても、幸い、各部会の皆さんがいろいろな形で現物提供をしてもらって100万円以上の現物が集まって、一定の成果が出たと思います。花育等もやっていかざるを得ないかなと今の段階では考えている。
・久家（茨城県）：聞いたところ、お金が集まるまではできたが、そのお金をどこへ集めて
置くか、あるいは生産協会がどう使うか。特に生産協会がそのお金の一部を各団体、幾
らか助成金として配分した方がいいのではないかなどという話もあって、市場側にその
話が漏れてしまって、やはり市場の反発も起きたというような話も聞いている。下部組
織の育成に使う、そういう気持ちで集めたのではだめだと思う。消費拡大のための、例
えばテレビ宣伝のための資金とかそういうもののために集めているのだから、身内の育成のために幾らかでも使うような気持ちがあっては、ほかの団体が逃げる。

・議長（田島）：あったかもしれない。市場が生産者から了解をとれないうちには集金で
きない。どうにか取引約款とか市場の取引の規定の中でなければ、印鑑を貰うというこ

とでは私は恐らく実現できない。法的な問題も含めて対処しなければならんとは思う。
説得をするためには、生産協会の場合は、皆さん方、各県が会員ですので、県の組織が
説得に動いてもらわなければできない。各県でも花フェスタとかいろいろなのをやって
いて資金的に非常に苦しい。これも消費宣伝だよという話の中から、そういうところへ
も資金の一部を、県でやるのも市町村でやるのも消費宣伝ということで下部組織へ対す
る説得の、それには資金もそのように提供しながら理解してもらうほかないだろう、と
いう言い方は率直にした。多少潤えばという意識で、当初は生産協会も少し事務手数料
ぐらいもらえばという話もあったが、後の方になったら、本当の事務的な人件費的、実
費だけはもらっても、県には出しても生産協会は当面、実費以外はその中から出すこと
はやめるという話になり、それらは市場さんには伝えてあった。
・榎本（ばら）：部会・大会関係支出の内訳を教えていただけますか。

・事務局（福田）：　収入の部のところで部会負担金収入というのが200万としています

が、このうち100万円ですが　，カーネーションが30万、洋らんが70万、これを大
会助成金として出るお金をあげている。生産協会の本体からは出していない。
・事務局（吉野）：いろいろ指導があるが、事業費の割合を50％以上にしたいということもあって、実際は通帳の中でもらって出しているというふうに処理している。
・安達（大分）：未収金に関する内容で、先ほど事務方の説明もあったが、会費に対して一部未入金あるいは回収があった。過去の２年間をみても未収金という金額が100万円を超えたのがずうっと継続的に続いていた。極端にいうとゼロにできないのか。一番のポイントとして未収金として残った原因は。
・事務局（吉野）：長野県の場合は実は17年度に組織が解散し、当初は一部の部会だけが参加していた。それから一部、他の部会が入ってきた段階ですが、積み重なってきてい
ます。１人5000円ぐらい出していると聞いている。新潟県も、一部部会の退会があり、
積み重なった。未収金はできるだけ回収するようにしていきたい。
・議長（田島）：少しずつ減らしてくださいということで、年々、こういう状況の中でも未収金の金額は減ってきている。幸いにして、先ほども監事の指摘にもあったが、努力をお願している。理解いただけたらと思います。
・議長（田島）：その他意見がなければ、賛成頂ける方は拍手をもってお願いする。
（拍手多数）

・議長（田島）：拍手多数ということで第1号議案は議決させて頂きます。

（休憩）

第2号議案　平成23年度事業計画（案）及び収支予算書（案）の承認について

・資料に基づき平成23年度事業計画（案）収支予算（案）について事務局から説明。
　事務局説明において、資料の会費額収入を一部訂正（18,163千円から18,580千円・38
会員から39会員・1県入会）また、支出については予備費を一部訂正（611,382円から1,028,382円）
質疑応答の後、第2号議案は拍手多数をもって議決された。

併せ、平成23年度会費額と振込期日等を資料に基づき説明し、了解を得た。
（説明要旨）

ア．事業計画（案）

・基本方針：花き生産者の全国団体として花き生産者の生産、経営技術の向上等による経
営発展と花きの販売、流通に係る課題の解決を通じ花き生産者の健全な発展を図る。最

近、花きの需要低迷が続き、花きの消費拡大が喫緊の課題となっておりこの活動も展開。
・大会の開催：平成24年2月23日（木）～24日（金）第54回日本花き生産者大会・近

畿大会を開催する。

・会議等の開催：総会は本日開催。理事会を4から5回開催する。連絡調整会議を理事会

に合わせ3から４回開催する。

・花き農家振興対策：部会活動の中で研究会、研修会等を通じ生産技術の向上、経営安定

の活動を広範に展開していく。（22頁参照）
・全国花き品評会：切花・一般鉢物は中断、洋らん部門は平成23年11月25日（金）に東

京都中央卸売市場大田市場花き部フラワーオークションジャパン（ＦＡJ）において、

シクラメン部門は平成23年11月30日（水）に同じくＦＡＪにおいて開催する。
・情報提供・組織対策：「花作り」で情報伝達、賛助会員は10会員を目標とする。
・花き消費拡大：各部会活動の中で、ＮＨＫ「趣味の園芸」プレゼントコーナーへ、その

他イベントへの協力を行って行く。消費宣伝カレンダーの作成についても検討。
・（社）日本花き生産協会の運営と活性化に関する検討会を継続実施する。法人移行の問題、

消費拡大の方向、その他生産協会の運営課題等について検討する。

・要望・要請事項：花き生産者の経営課題等を踏まえ、関係機関、関係団体への要望、要

請行動を行う。東日本大震災、原子力発電所に関する要望等も行う。
・県等が行う花きに関する表彰行事等に関する後援、表彰のほか、部会の表彰事業も行う。
（財）日本花普及センターでの花育、コード委員会等活動参加、全国花き振興協議会へ

の活動参加、その他関連情報を各花き連に伝達していく。

【事業活動収支の部】
（事業活動収入）

・事業活動収入：会費収入；会員会費18,580千円（39会員・3会員減、1会員増）、

賛助会員会費500千円（10会員）、負担金収入；事業負担金収入1,100千円（1会員減）、

部会負担金収入1,300千円、雑収入200千円、受取利息7,000円、広告収入0円

事業活動収入合計21,687千円

　（事業活動支出）

　・事業費支出：印刷費300千円、表彰費300千円、消費宣伝費1,700千円、組織強化費

200千円、通信運搬費700千円、負担金2,000千円（他団体、関東東海展覧会等）、慶

弔費150千円、渉外費50千円、調査宣伝費100千円、会議費1,000千円、資料費100

千円、会報費400千円、旅費300千円、生産者大会助成金600千円、部会大会関係支

出300千円、花き生産協会運営に関する検討会400千円、給与費5,400千円、福利厚

生費750,000千円、交通費750,000千円、臨時雇賃金1,700千円（一部増）事業活動

支出合計17,200千円
　（管理費支出）
・給与費2,500千円、福利厚生費350千円、会議費1,000千円、賃借料2,000千円、水

道光熱費700千円、消耗品費200千円、通信運搬費400千円、交通費300千円、リー

ス料850千円、租税公課70千円、雑費100千円、管理費支出合計8,470千円
事業活動支出計25,670千円、事業活動収支差額マイナス3,983千円

【投資活動収支の部】
　・投資活動収入：生産者大会助成金取崩300千円、投資活動支出：退職給与引当資産

取得支出550千円、投資活動収支差額マイナス250千円

　【予備費支出】

　・予備費支出1,028,382円
　【当期支出差額】

　・当期支出差額マイナス5,261,382円、・前期繰越収支差額5,261,382円、・次期繰越収

支差額0円

　【その他】

　　借入金限度額0円、債務負担額0円、役員兼事務局長の給与年額4,992千円

＜質疑応答＞
　・議長（田島）：意見、質問のある方は県名氏名を言ってから発言をお願する。午前中の
理事会で和歌山県の入会が承認された。会費、入会金については総会承認が必要。会
費は平成21年度に決定した417千円、入会金は再入会では免除ということで説明し
た。そのことも含め議論頂きたい。

　・加藤（岐阜県）：会員が減少している。先程の理事会でもありましたが、生産協会のメ

リット、まだまだ理解されていないのではないか。役員の交代などで解らなくなって
きている。会長の発言にもあったが、土地の税金問題大きなメリットがあった。この
辺を大きくＰＲすべきではないかと思う。今回の震災で大変な被害、福島を初め近隣
の方が被災されている。我々生産協会の仲間として何かできないかなということを強
く思っている。福島からも来て頂いているので、その現状を我々が聞いて、出来るこ
とがあればと思っています。
・議長（田島）：事業計画に基本的には集約されていると解釈している。花き農家の振
興対策、また、情報提供、組織強化、消費拡大、それに生産協会の運営と活性化の継
続実施、要望・要請活動等々含まれている。正直申し上げまして1800万円程度で年間
の事業と事務局の運営をしている。役員、無報酬で、理事会に良く来て頂いている。
理事会で、会員にアピールして理解してもらう努力について指摘を受けている。今ま
で税制問題とか、あるいは農薬の問題が出たとき、花は該当するものがないというこ
とで花には農薬使えないという状況が出て来て、農林水産省へ再三足を運んで、食で
使える農薬は花に関しては使用できるという見解をだした。会員の皆さんは理解して
いないと思うが、事務局等もいろいろ情報を集めた中そういうことしてきている。そ
のほか、生産者と市場さんは密接な関係にあると思っているが、結構いろいろ不満も
あり、定期的に協議している。全国組織があるからできる。我々が多少なりともそう
いう役割を果たしてきた。また、カーネーションが一時苗が非常に高かったときも、

カーネーション部会でいろいろ協議をし直接輸入を検討して、業者さんの値段が下が
った。当時で数億のカーネーションへの経済効果があった。最近でいうと重油の価格
に対するいろいろな補助事業とか経産省、農林水産省等にも足を運んだ。電力の問題、
公共性ということが電力料金の基本にあるので、非常に難しいが、一定の成果はあっ
た。農業用電力という問題も、貿易交渉に関係し風穴があけられないだろうかという
認識は持っている。生産協会という全国組織があり、相手をしてくれるのかなと思っ
ている。法人改革という問題があるが、公益法人というのは公益性が半分以上ないと
無理なので、我々みたいな経済活動を主とした組織はちょっとなじまない。午前中も
理事会でそれも取り上げて、３月11日に行った理事会で確認しているように一般社団
でいこうという方針を出しいる。理解いただければ、その方向で来年の総会には定款
の変更を提案して承認をいただく作業に入りたい。そいう面での活動も多くなると思
っている。質問の中で指摘された消費拡大、大きなテーマです。スタッフ、予算もあ
るが、その中で工夫する。佐分利室長から説明されたような面も考慮しながら取り組
んでいきたい。
・松本（福島県）３月11日の東日本大震災に見舞われ、皆様の温かい御声援だったり
御支援をいただき、深く御礼を申し上げたい。福島県、津波の影響もだが、福島原発
問題が現在進行中ということで、まだ長期的にかかるのではという状況になっている。
花については、風評被害というのは今のところ、耳に入ってきてはいないが、青果物
と同様に、後々出てくるのではないかという声も多くあがっている。花について、あとは福島県ということで一般的に過度な報道がされたりして、普通の作業も防護服を
着て作業しているのではないかという話だったり、福島の花を使って大丈夫かと一般の消費者からのお声も少なからず入っている状況にある。福島県としてのお願いは、なるべく過度な報道だったり情報の伝達をしないように心がけて頂きたい。県だった
り国だったり、そういった行政の方から特に御指導していただければと考えている。本来、福島県という産地を実際に皆さんで見て頂かないということが根本にある。生産者の話、生産者が行っている現場を見て頂いてどういった状況になっているのか、また、そういったものを見てどういったことを支援していけばいいのかということを
考えて頂ければと思っている。福島県としてお願いしたいのは、過度な報道をしない
で欲しい１点目と、市場、あとは消費者に対して適切な対応、お話をして頂きたい。
市場の関係の皆様はあえて風評被害を意識しないようにしているというか、消費者に
対して説明する資料だったり何もないということで、あえてその辺を見ないようにしてやっているという実態もある。そういった対応もして頂きたいと考えている。
　・佐分利（農林水産省）：風評被害に関して少し説明させて頂きたい。風評被害に関し、
役所にも山ほど問い合わせがきているが、いずれも「全く問題ありません」というこ
とを強く言っている。農水省のホームページにも４月５日付でＱ＆Ａを載せて、被災
地の花は問題ないことを示している。簡単に言うと、放射性被曝には、食べたり飲ん
だりして体の中に入れてしまう内部被曝と外からの被曝がある。花は外部被曝。内部
被曝が結構大変なのは、放射能の影響は距離の２乗に反比例する、つまり近ければ近
いほど物すごく影響が強くなる。距離が半分になると影響が４倍になる。10分の１だ
と100倍になる。だから、体から外へ出れば出るほど被害は少ない。食べてしまうも
の、飲んでしまうものでは、体の中に残留し続ける限り、甲状腺であったり、あるい
は細胞そのものに影響を与えるが、外部被曝というのは遠いので問題ない。大丈夫か
と言われたら、「今作っているのだから大丈夫」。危ない地域だったら外へ出ろといっ
ているから、今作って市場に流れているものに関しては問題ないと言っていただいて
結構です。農水省のホームページにも、今発見されている一番高いレベルの放射能で
どうかという計算をしているが、それでもずーと飾って頂いても問題ない。芝生は大
丈夫かとか、ペットが大丈夫かとか、５月５日の子供の日の葉菖蒲は大丈夫か、など

問い合わせくるが、すべて実態上のデータもチェックしたが問題ないレベル。皆さん
も、近くの方から風評被害は大丈夫かと聞かれた場合には、全く問題ありませんと言

って頂いて結構。農水省もそう言ってるし、何よりもそこで暮らしている人がいるん

だから。花は飾っても長くても１カ月で終わるし、かつ、距離もある。一方で、今回、
計画的避難地域があります。福島県の川俣町山木屋地区など、農家の方々は、今回、
実態上はその地域の年間被ばく量は20ミリシーベルト以下なので問題ないはずなの
だが、政府からはその地域一律で避難してくれという形になった。トルコキキョウの
生産地、約20億以上の売上がある一大産地だったが、出ろと言われて、今月末ぐらい
までに出る予定になっている。輸出に関しても、輸出品に関するＱ＆Ａを英文で設け
て、外国の方からのお問い合わせにも対応している。何か風評被害で御不明な点があ
ったら、問い合わせを頂きたい。
　・榎本（ばら部会）消費宣伝は非常に大切だというお話があるが、事業支出の中で300
万円の予算が170万、130万減額になっているが、ちょっと残念な気もする。
　・事務局（吉野）：消費宣伝、予算を300万組んでいましたが、昨年使ったのはカレンダ
ーを作成した130万前後です。その消費宣伝とは何をやるかという話になったときに
具体的な提案が余りなく、何かのときにこれは使えるということで50万位追加して組
んでいる。他の予算分について削れるかどうかという話になると、実態と合わせても
一杯一杯で、一応昨年並みのカレンダー作成費プラスアルファということで予算化し

ています。現状ではこういう予算編成しかできないのが実態だ。
　・榎本（ばら部会）：仕方がないと思うが、フラワーバレンタイン、いろいろな部会で花

を供出してやるのだが、例えば生産協会さんから幾ばくか出ればもっともっと本数は
ふやすことが出来る。具体的な動きがあればお願いしたい。
　・事務局（吉野）：フラワーバレンタインデー、百数十万、ばらさんもかなり多かった
部会単位で対応して頂いたのが実態。この金額の中で100万とか出せればいいが、そ

れほどの予算の余裕はない。部会単位でやって頂いたものを集約している。
　・榎本（ばら部会）：一つだけ言っておきたいが、フラワーバレンタインの組織からでは
なくて生産協会からの呼びかけがあったので協力したと捉えている。その辺のところ
をお含みおき頂きたい。
　・議長（田島）その他意見がないようであれば第２号議案に賛成頂ける方は拍手をもっ

てお願いします。

（拍手多数）

　・議長（田島）拍手多数で第２号議案は承諾頂いた。参考として29頁に「平成23年度
会費額と振込期日」を記載している。事務局から説明させます。

・事務局：23年度会費額と振込期日、会費額は前年度と同じ。会費振込期日は、前期分
が6月末日、第２期分が10月末日です。取引銀行は三菱東京ＵＦJ銀行浜松町支店、
口座番号が普通預金3774698、口座名は社団法人日本花き生産協会です。よろしくお
願い致します。なお、総会資料採択版には和歌山県については417千円として追加し
てお願いします。

・議長：事務局から申し上げたが、繰越金が5,000千円なり、年により6,000千円で、
会費収入があるまで事務局の運営費に当てていることを御理解頂いて、事務局で厳し
い運営を行っている。御協力をお願いしたい。
　第3号議案

役員の一部改選（案）の承認について

・議長より定款14条第1項に役員の任期は2年と定められ、現役員は昨年の第51回総
会で選任され、改選時期ではないが、一部、人事異動等により異動があり再選任をし
たい旨表明。
　・事務局：本来この場で選出頂くのが筋であるが、前任者の補充又といことによる役員

の一部選出としたい。なお、補欠又は増員による役員の任期は前任者の任期期間となっており、任期は前任者の任期期間となる。

　・事務局：関東ブロックの栃木県　菊地正憲氏については人事異動で猪瀬博氏に、部会
　　長理事で洋らん部会長近藤邦浩氏については交代で茂木敏彦氏に、東海・北陸ブロッ
　　クの三重県の松尾廣文氏については三重県が退会したことをもって退任したい旨の希
　　望があることから、承認することとし、平成23年度は18名の理事で運用したい。

・議長より理事の一部改選について議決を求め、拍手多数で以下の者が理事となること、

1名が退任することが承認議決された。
　①新理事　　関東・東海ブロック　　　　猪　瀬　　博　（栃木県）
　　　　　　　部会長理事　　　　　　　　茂　木　敏　彦（埼玉県）（洋らん部会長）

　②退任理事　東海・北陸ブロック　　　　松　尾　廣　文（三重県）

　③変更理由　人事異動に伴う改選及び退会会員の理事退任

　④新理事の任期　前任理事の任期期間中（約1年間）

１０・その他事項　
（１）第54回日本花き生さ生産者大会・近畿大会概要説明（奈良県花き植木農協別所矩佳）

　　・第54回日本花き生産者大会、こういう厳しい時期こそ生産者が一堂に集まって情報
交換が大切ということで近畿ブロックでの話し合い、スローガンは「花と緑の文化を
～近畿から新しい時代を～」として近畿グループで開催する。実行委員会の委員長を
私が承った。監事藤原氏に幹事長について頂き具体的に進めている。近畿花き振興協
議会という市場、生産団体、行政、花屋で出来た組織、関西生花市場協同組合にも共
催をお願いした。後援で近畿農政局、各府県、マスコミ入って頂いた。後援団体の方
からも、資金的な面、協賛、大会誌はこ『近畿花き情報』を利用したい。広告協賛の
方は、お金の方は一応御協力を頂く。開催期日は24年2月23日（木）から24日（金）
開催場所、交通の便を考え、京都の駅近くのリーガロイヤルホテルで開催する。現地
視察は近畿の各県に行けるような体制でコースを決めたい。予定人数は1000人として
いる。事務局は奈良県花き植木農業協同組合、23日の日程等は、講演を２本、計画し
ている。参加費用は、全日程が２万8000円、大会レセプション、宿泊までが２万3000
円、大会とレセプションまでが１万3000円、大会のみは5000円として参加を募りた
い。各県の皆さん方の御協力により盛大に開催をしたい。
・藤原（兵庫県）：過去の大会の例では、担当した府県の競争みたいな形でエスカレー
トしてしまった感がある。生産者自身の大会に戻して近畿で受けた初めての大会で、
初めての試みを入れています。予算的にも非常に苦しい。皆さん方にお願いしたよう
に生産者の参加がないと経費的に成り立たない。参加方お願いをしたい。
　・議長：新しいタイプの日本花き生産者大会近畿大会ということで、大勢の参加者が、
近畿に集まって力を発揮して頂きたい。お願いいたします。

　・議長：特に無いが、若干の時間をとらせていただきまして、御意見等があったら承り
たい。
　・平野（福岡県）：農林水産省にお聞きしたい。「花をめぐる情勢」の資料では、平成10
年をピークにして生産は減少傾向にある。リーマンショックがあり、今回、東日本の
大震災等大きなマイナス要因が働いてくると思う。何もしなければ、2007年を基点に
して20年後、30年後には30％ぐらい需要が減るのではないかとの記述がある。福岡
や九州で話をしますが、特に花の市場経由が4000億くらいですが、このまま落ちてい
くと、10年、20年、30年後には3000億とか2000億台になってしまうと。その時花
き対策室が存続していますか。花を購買してくれる層で40％くらいが１年間通して買

っているが、リーマンショックや今回の震災も含めて、買い控え等がある。一度減っ
てしまったらなかなか増えないのではないか。花き対策室がどの様な形になるのか、

その辺り何か見解があったら教えて下さい。
　　　　・佐分利（農林水産省）：組織も厳しくなって来ており、花き産業振興室は12名いるが、
　　　　　農水省の中でも放っておくと確か今後人員は減るだろう。花育で、目の前で男の子の
がガラッと変わったのを見た。こういう感動を積み重ねていけば、間違いなく花の消
費は増える。前任の表が20年後にはマイナス28％、約３割近く花きの需要は下がる
というような見通しを立たが、これは厳しい目でみた話で、花の需要は増やさないと
いけない。震災後の母の日は花の需要は増えた。大事なのは心だと日本人が知ったか

らではないか。花の需要はむしろ10年後には倍にしなければ。花は幸せを生む。フラ
ワーバレンタインでは、今まで花を買ってこなかった人が、花を買った。我々はやら
なければと使命に燃えていた。花の産業が増えないと日本は幸せにならない。花は今
のところ、ぜいたく品だと言われ、我が家でも家内に、花の仕事？大変だねと言われ
た。私は喜んで室長に着任したが、花は需要は増やすのは難しい。主婦からみると花
は高いと思われている。花のすばらしさが十分伝わっていなかった。営業がいなかっ
たら売れない。花はまだまだ必需品ではなくぜいたく品だと思われている。花は幸せ
を売ってる。花も普通に営業すれば必ず需要は伸びるし、伸ばさなければ。組織の話
だが、４月から花き及び施設園芸担当室になり、仕事の半分位が植物工場やハウスの
対策に取られている。大事な仕事がまた一個増えた。花の仕事の割合が減らされつつ
あるが、生産協会から、花をしっかりという声を出して頂けると、花の時間も増やせ
ると思う。

　・平野（福岡）：九州に帰って元気を出して頑張ります。ぜひ御支援いただきますように。

　・榎本（ばら）：企業に花で明るくできるようなイメージをしませんかと提案したら、１
社、大手の家電メーカーが乗ってくれた。当初は社内でプレゼントに使う程度でした
が、花のよさをわかったみたいで、家電メーカーですので各県とかいろいろな所の代
理店の奥様の誕生日に企業から花を贈るという形になり、震災もあり、１社で6月は
全部で80件位、経済産業省出身ということですが、企業に花の効果をぜひ説明して頂
きたいと思う。当初は花屋から送ってもらおうと思っていたが、企業では、花屋にい
くとどこの産地かわからないなど、コチョウランだったら何万だと贈っているからわ
かるが、切花に関しては全然イメージがわかない、個人で対応しましょうということ
で何人かで対応している。県で大きな企業は１社ある。全国47社になればこれはすご　い量になる。宣伝していただければと思う。
　・佐分利（農林水産省）：多分Ｍ社だと思う。会長さん、社長さんがバラが大好きだ。立
贈答用というのは大体３万円らしい。そんなバラをもらったことがないと向こうの人
はびっくりして、すごく恩に感じたようだ。産直ですばらしい花を送るとインパクト
がある。産直でやるとＶＩＰに対応する効果はすばらしいものがある。それを聞いて、
産地の方も丁寧に対応する十分数をこなせなくなくて、今の８０という数字になって

いる。成功事例はいろいろあり、栃木県は、厳しい中でも花の予算が50万円付いた。
花フェスタ、毎年４万人集める。生産者からお花屋さんまで全部一緒になって、そし
て各市持ち回りでやっている。課長と部長を連れて行ったら、花フェスタというのは
素晴らしい。県のＶＩＰを連れて行ったこともあり50万円ついた。成功事例をたくさ
ん共有すれば、栃木県で花の予算がついたが、なぜうちの県はなど、情報交換を協会
の中でやって行けるのではないか。バラの成功事例も、失敗のないように、送る方が
丁寧に個々に梱包して送っている。非常に評判がいいと伺っている。
　１１．議長が閉会を宣言し、第52回総会を終了した。
　　以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人は下記に署名押印する。

平成23年5月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　　日本花き生産協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長（会長）　田　島　鉄　弥　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　加　藤　孝　義　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　平　野　和　彦　　　印
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